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除
雪
作
業
に
ご
理
解
と

　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
町
は
、
冬
期
間
に
お
け
る
安
心
・
安
全

で
円
滑
な
道
路
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ

ら
４
つ
の
重
点
的
な
雪
対
策
の
取
り
組
み

に
よ
っ
て
町
道
除
雪
の
改
善
を
目
指
し
ま

す
。

　
し
か
し
、
除
雪
機
械
の
台
数
や
そ
れ
を

操
作
す
る
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
、
時
間
に
も
限

り
が
あ
り
、
皆
さ
ん
の
要
望
の
全
て
を
町

で
行
う
こ
と
は
困
難
で
す
。

　
次
の
事
項
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
、
除

雪
路
線
以
外
の
除
雪
に
つ
い
て
は
、「
自

助
・
共
助
・
公
助
」
の
も
と
、
皆
さ
ん
に

よ
る
「
地
域
ぐ
る
み
」
で
の
除
雪
に
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　
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位
置
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私
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幅
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▼
特
定
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個
人
の
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が
利
用
す
る
道
路

（
※
）

▼
冬
期
間
に
利
用
さ
れ
な
い
道
路
（
※
）

※
町
道
を
含
む　町は、町道の除雪を中心に、少しでも皆さんの生活に支障が出ないよう除雪に努めているところですが、個人

宅の除雪は個人で行うことが原則となっています。
　一方で、近年は高齢化が進み、個人の力だけでは除雪作業ができない人、家族構成・勤務形態により行政等に
よる支援や地域内での助け合いが必要な人が増加しています。

～新たな助け合いの仕組みが必要です～
　これまでもさまざまな助け合いの形で地域の雪対策を行ってきました
が、高齢化の進展や人口減少、地域内の関係性の希薄化など、さまざま
な理由により地域での助け合いの力が弱くなっている可能性がありま
す。
　既存の仕組みにとらわれず、地域の中で話し合いを重ねながら、さま
ざまな可能性を考え、地域と行政が協力していくことが重要になってき
ます。

除雪車に近寄らない

　除雪車は、道路状況によって右
側を走行しながら除雪する場合
があります。近寄ると大変危険で
す。

宅地出入り口の宅地出入り口の
除雪にご協力を除雪にご協力を

　除雪車は、車道の雪を道路の
両端にかき分けて除雪します。
住宅前や道路までの間口、ごみ
ステーションなどは、各家庭、
地域での除雪にご協力ください。

物や宅地の雪を物や宅地の雪を
道路に出さない道路に出さない

　宅地の雪を道路に出すと、道
幅が狭くなったり路面がでこぼ
こになります。路面を悪化させ
大変危険ですのでやめましょう。

路上駐車はやめましょう

　除雪作業の妨げや事故を誘発
するので絶対にやめましょう。
また、救急車などの緊急車両が
通れなくなります。

道路沿いの樹木の
伐採等について

　道路にはみ出た樹木の伐採や
撤去は、土地の所有者が行って
ください。

スノーポール、
砂置き場を設置します

　スノーポールは、除雪作業の
安全確保に必要です。絶対に取
り除かないでください。
　急な坂道などには砂置き場を
設置しています。路面凍結時に
ご利用ください。

早めの冬タイヤ・
チェーンの装着を

　雪道への備えは万全ですか ?
まだ大丈夫という気持ちが重大
な事故を招きます。

屋根の雪は
片付けましょう

　屋根から道路に落ちた雪は通行
の支障になります。屋根の雪止め
設置をお願いします。落雪した雪
は定期的に片付けましょう。

通行は歩行者優先

　雪道は特に道路が狭くなります。
児童・生徒や高齢者に配慮して通
行しましょう。
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皆さんにお願いしたい９つのこと

地域で行われている雪対策を紹介します

例 1　高齢者宅の除雪
　自治会や班・集落単位で、
地元有志の除雪ボランティア
が、高齢者宅を除雪する地域
が増えています。

例 2　通学路の除雪
　通学路の歩道を、保護者など
が除雪している地域がありま
す。個人所有の除雪機を借りて、
通学時間に合わせて除雪してい
ます。

地域で行われている助け合いの取り組み
　これまでも隣近所での助け合いや高齢者等の支援など、さまざまな形で地域内の除排雪が行われてきています。
　地縁血縁の深い農村部だけでなく、近年は団地等での助け合いも増えています。

問い合わせ先
■町道の雪対策（除雪）　都市建設課 雪対策室（内線 2273）
　▶国道：岩手河川国道事務所 水沢国道維持出張所（☎ 24-2187）
　▶県道：県南広域振興局 土木部（☎ 22-2881）
■地域で行う雪対策　中央生涯教育センター（☎ 44-3123）

スノーバスターズ（町社会福祉協議会）
　町民や町内事業所で働く人によるボラン
ティアが、高齢者宅の除雪などを行っていま
す。より多くの人がボランティアとして協力
することで、高齢者等の支援を拡大すること
ができます。
　詳細は、町社会福祉協議会（☎ 44-6060）
に問い合わせください。

町の支援策を検討しています
　町は、地域で高齢者宅等の除排雪を行
う場合の支援策を検討しています。
　今後、自治会長等との意見交換を行い、
制度化していきます。
　また、他自治体等で行っている地域内
での除雪事例の紹介もできます。検討し
ている自治会等はご相談ください。

補助金を活用できます
　地域で除雪機などを整備する場合、「コミュニティ
助成事業（宝くじ助成金）」などの補助金や助成金を
活用できます。ゴミステーション
や消火栓周辺の除雪など、地域で
の除雪作業に活用している地域も
あります。詳細は、中央生涯教育
センターに問い合せください。


